
第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

男女共同参画

施策番号
２．男女共同参画社会

の構築

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成28年度

目標値 22.0

実績値 17.9

成果指標実績に対するコメント

施策の達成度評価

評価に基づいた平成30年度取組みについての考え方

施策実績に影響を与えた外的要因その他特記事項

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

○

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

草津市男女共同参画推進条例の理念を反映した草津市男女共同参画推進計画に基づき、全庁的・横断的に
男女共同参画社会づくりの着実な推進を図ります。

まちづくりの基本方針

分野

2－01－① 基本方針

男女共同参画推進計画の推進

男女共同参画についての意識啓発を継続的に行う必要がある。
女性の活躍推進については平成32年度までのポジティブ・アクションであり、重点的に事業を実施していく。

男女共同参画が進んでいると思う市民の割合（％）

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 18.0 20.0

17.1 19.3 15.1

市民意識調査の結果、男女共同参画が進んでいると思う市民の割合は、前年度より2.8％上昇した。
平成28年度から男女共同参画に関する学習会を実施したことや女性の活躍推進を重点的に実施したことによ
る成果が表れたものと考える。

第3次草津市男女共同参画推進計画（後期計画）に基づき各種事業を実施した。特にポジティブ・アクションと
位置付けた女性の活躍推進に関する事業を重点的に行った。市民意識調査の結果については、前年度より改
善したものの更なる意識啓発が必要である。

平成27年8月に女性活躍推進法が制定され、女性の活躍推進を平成28年度から5年間のポジティブ・アクション
と位置付けた。

主要事業 担当課 達成度評価理由

男女共同参画推進事業 男女共同参画課
男女共同参画に関する学習会の開催や
啓発紙「みんなで一歩」を年3回発行する
など意識啓発を図ることができた。

女性活躍推進事業 男女共同参画課
就業・起業に関する支援、働き方改革の
推進、女性の総合相談などを実施し女性
の活躍推進を図ることができた。

事務事業 担当課
　 　　

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事

業についてのみ記載しています。

2-01-①


